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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸化物を、接合直前に開先の表面から除去し、次いで、開先への酸素供給を所定量に制
限しながら、押し出しによって開先に金属充填材料を充填することを特徴とする、部品間
に設けられた開先によって軽金属合金製の部品を接合する方法。
【請求項２】
　酸化物を、機械的な切削により開先表面から除去することを特徴とする、請求項１記載
の方法。
【請求項３】
　粉体ベースの充填材料、またはワイヤー状の充填材料を用いる連続式の押し出しを使用
することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　バッチ式の押し出しを使用することを特徴とする、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　あらかじめ密閉パック詰めしたエレメントの金属充填材料を使用することを特徴とする
、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　同じ化学成分を有する部品を接合し、充填材料が前記部品と同じ化学成分であることを
特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
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　異なる化学成分を有する部品を接合し、両方の金属部品の化学成分に適合する充填材料
を使用することを特徴とする、請求項１～５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　開先表面および／または充填材料を、電気抵抗加熱、誘導加熱、摩擦加熱および／また
はレーザー光線による加熱を含む他の形態のジュール加熱によって予熱することを特徴と
する、請求項１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　方法を実施するために使用され、開先表面および／または充填材料と接触する装置のパ
ーツを、電気抵抗加熱、誘導加熱、または他の形態のジュール加熱によって予熱すること
を特徴とする、請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　部品の溶接速度、外部加熱および／または充填材料の溶着速度を制御するために、開先
内の温度を使用することを特徴とする、請求項１～９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
　部品の溶接速度、外部加熱および／または充填材料の溶着速度を制御するために、開先
内の圧力を使用することを特徴とする、請求項１～１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　部品間に設けられた開先によって軽金属合金製の部品を接合する装置であって、
　装置が、開先（１０）を画定する金属表面から酸化物層を除去するツール（５、３１）
と、接合中に開先（１０）に金属充填材料を供給するダイ（２、３および２２、２３）と
、金属充填材料が充填される側である上方で開先（１０）を閉じる手段（７、８）と、ツ
ール（５）の後方の金属が添加される領域への酸素の供給を減少させる手段と、を含むこ
とを特徴とする、装置。
【請求項１３】
　装置が、金属充填材料が充填される側である上方とは反対側の下方で開先（１０）を閉
じる手段（６）を備え、それにより、金属充填材料が開先を通り抜けて押し出されること
を防止することを特徴とする、請求項１２記載の装置。
【請求項１４】
　押し出し手段（２２、２３）が、バッチ式の押し出しを備えることを特徴とする、請求
項１２記載の装置。
【請求項１５】
　押し出し手段（２、３）が、連続式の押し出しを備えることを特徴とする、請求項１２
に記載の装置。
【請求項１６】
　連続式の押し出し手段（２、３）が、押し出し機ホイール（２）、または、押し出し機
スクリューを含むことを特徴とする、請求項１５記載の装置。
【請求項１７】
　上方で開先を閉じる手段（７、８）が、押し出し機ホイール（２）の周辺のパーツによ
って構成されることを特徴とする、請求項１６記載の装置。
【請求項１８】
　開先（１０）に金属充填材料を供給する手段が、押し出し機ホイール（２）およびホイ
ール受け（３）によって構成され、
　上方で開先（１０）を閉じる第１の手段が、接合される金属部品間の開先をシールする
ように配置された足部（７）によって構成され、上方で開先（１０）を閉じる第２の手段
が、足部（７）に対して恒久的に連結しているストッパー（８）によって構成され、そし
て、
　金属充填材料用の押し出しダイス（９）が、足部（７）と、ストッパー（８）と、押し
出し機ホイール（２）との間で画定される、請求項１２記載の装置。
【請求項１９】
　下方で開先を閉じる手段（６）が、上方で開先を閉じる手段（７）に機械的に取り付け
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られていることを特徴とする、請求項１３記載の装置。
【請求項２０】
　金属充填材料の一部が、開先（１０）に押し込まれる代わりに、金属チップとして上方
で開先を閉じる手段を通過できるように、該手段が別個の孔を備えていることを特徴とす
る、請求項１２記載の装置。
【請求項２１】
　酸化物層を除去するツールが、機械的スクレーパ（５、３１）、研磨機または別の切削
ツールであることを特徴とする、請求項１２記載の装置。
【請求項２２】
　酸化物層（５、３１）を除去するツールが、開先表面および／または充填材料を予熱す
る手段をも含むことを特徴とする、請求項１２記載の装置。
【請求項２３】
　開先（１０）および／または充填材料を予熱する手段が、電気抵抗加熱、誘導加熱、摩
擦加熱またはレーザー光線による加熱を含む他の形態のジュール加熱に基づくことを特徴
とする、請求項２２記載の装置。
【請求項２４】
　装置（１）が、酸化物除去ツール（５）、押し出し機ホイール（２）、ホイール受け（
３）、支持体（６）およびダイス（９）の一つ以上のエレメントを加熱する手段を含み、
前記加熱手段が、電気抵抗加熱、誘導加熱、またはレーザー光線による加熱を含む他の形
態のジュール加熱に基づく加熱手段であることを特徴とする、請求項１２～２３のいずれ
か一項に記載の装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属部品、および合金、特に軽金属合金、および可能な限り、軽金属を含む
ハイブリッド材料／複合材料を含む軽金属の部品を接合する方法および装置に関する。
【０００２】
背景
　従来、金属部品を接合する方法は、鉄系材料を接合するために最初に開発された方法を
採用した結果としてもたらされた。
【０００３】
　金属の接合は、主として溶融溶接と関連付けられてきたが、溶融溶接の場合には、ベー
ス金属およびいずれかの充填材料の両方が、ともに電気アーク、電子ビームまたはレーザ
ービームによって溶解され、金属－金属結合が結晶化中に溶融池の後行する部分（traili
ng part）で達成できるようにしている。溶融溶接の場合には、供給されるエネルギーの
一部分だけが溶融に寄与し、その結果結合に寄与する。供給されるエネルギーのほとんど
は、ベース金属の局部的加熱につながり、いわゆる熱影響部（文献では一般にＨＡＺと呼
ばれる）を溶接継手の周囲に形成することになる。結果として生じるマイクロストラクチ
ャの変化が母材の恒久的な機械的劣化を起こすため、このゾーンが問題を呈する。このよ
うに、溶接ゾーンの特性は工学的設計上の制限要因となり、実際には、部品の耐荷重能力
を決定する。また、過剰のエネルギー（すなわち、熱）が供給されると、全体的変形およ
び歪みならびに溶接領域に高い残留応力が発生する。これらの問題は、鋼の溶接の場合よ
りもアルミニウムの溶接の場合のほうが大きい。理由は、必要な予防対策をとること、た
とえばベース材料の化学成分を調整してＨＡＺのマイクロストラクチャを修正することに
よる可能性が、アルミニウムの場合にはより難しいからである。
【０００４】
　一般に、レーザー溶接および電子ビーム溶接のようなより効率的な溶接法を使用すると
、はるかに狭いＨＡＺが得られ、この点において著しい改善が見られる。しかし、これら
の方法は、溶融ゾーンにおける耐高温割れ性およびポロシティの形成に関連する他の問題
を招く。加えて、これらの方法は、よりコストがかかるのに、用途がより制限される装置
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であるという不利益をこうむる。さらに、通常は充填材料を添加しないという事実により
、精度の要求がさらに厳しくなる。
【０００５】
　従来、いくつかの試みがなされ、軽金属を接合する代替方法が開発されてきたが、その
中では、摩擦溶接、すなわち摩擦攪拌接合法（ＦＳＷ）として知られる変形が、恐らく最
も有望な方法である。ＦＳＷにおいては、回転するツールがともに接合される二つのプレ
ートの間の界面（縁部）に沿って移動するうちに、二つのプレートが互いにしっかりと加
圧され、少なくともアルミニウムに関しては表面上に常に存在するであろう酸化物層を除
去する。かなりの摩擦熱が回転ツールと母材アルミニウムプレートとの間の界面で発生す
るにもかかわらず、供給されるエネルギー、そしてそれにより発生する熱は、溶融溶接の
場合におけるよりも少なく、その結果、接合部近傍のベース材料は融解せず、液体状態に
至らない。したがって、摩擦攪拌溶接法は、固体状態の接合方法の一例であり、溶融溶接
に比べて有意な改善を示し、それにより一般的問題のいくつか、すなわち高い残留応力お
よび高温割れの発生、ポロシティの形成および腐食抵抗の低下が減少する。他方、この新
規の方法はいくつかの欠点があり、その一つが接合される表面を互いに正確に一致させる
必要があるという要求であり、それは充填材料を使用する可能性がないからである。別の
欠点は、接合する部品をかなりの力で互いに加圧しなくてはならないという点であり、そ
れは、この方法が重くて剛性のある装置を必要とすることを意味する。最後に、このタイ
プの摩擦溶接は広いＨＡＺを形成するが、その場合、得られるマイクロストラクチャの変
化は、析出強化した材料を恒久的に軟化させることになる。
【０００６】
　他の接合方法のなかでも、ろう接、リベット打ちおよび接着に言及すべきである。これ
らの方法の１つ以上は、いくつかの応用分野で好都合であるかもしれないが、一般的には
、破壊に対する安全性は低く、その結果、荷重または重量を担う構造における接合には現
実的な代替方法にはならない。
【０００７】
目的
　本発明の目的は、従来技術の方法の欠点を大いにとり除く、軽金属、特にアルミニウム
を接合する方法を提供することである。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、基本的に、軽金属という前提で開発され、鉄系材料を対
象に意図された方法に由来するものではない、軽金属部品を接合する方法を提供すること
である。
【０００９】
　したがって、目的は、過剰の加熱を回避する軽金属部品を接合する方法を提供すること
であり、その結果、高い残留応力、変形、高温割れまたは、腐食という異常な問題は、主
要な関心ではなくなるであろう。
【００１０】
　さらに目的は、、過剰な加熱を回避し軽金属部品を接合する方法を提供することであり
、その結果、材料の特性が恒常的に劣化するような広い熱影響部の形成が回避される。
【００１１】
　さらにまた目的は、ベース材料の特性に対応する特性を有する充填材料を使用すること
が可能な、軽金属部品を接合する方法を提供することが目的である。
【００１２】
　最後に目的は、大きな過剰エネルギー、高レベルの力に寄与せず、または狭い公差限度
を必要としない、軽金属部品を接合する方法を提供することである。自動化／ロボット化
に応用できる単純で、小型で、可能な場合、携帯式の装置を使用可能にすることも目標と
される。
【００１３】
本発明
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　本発明は、請求項１に述べられている特色によって特徴づけられる方法に関する。本発
明の好ましい実施態様は、従属請求項２～９によって開示されている。
【００１４】
　別の態様によれば、本発明は、請求項１０に述べられているように、前記方法を実施す
る装置に関する。この装置の好ましい実施態様は、従属請求項１１～１７によって開示さ
れている。
【００１５】
　本発明による方法は、軽金属部品を接合する新規な、高度に改良された方法を提供する
。
【００１６】
　要求される結合温度は、変形および摩擦から発生する熱を利用し、場合により、たとえ
ば、誘導加熱、電気抵抗加熱またはレーザービームを用いた加熱の形での外部のジュール
熱と組み合わされて、達成される。
【００１７】
　摩擦攪拌溶接法（ＦＳＷ）との相違点は、充填材料が継手（開先）に添加されて、互い
に合致するようには厳密な形状をなしていない表面に沿った接合を可能にするという点が
、本発明の可能な特徴であるばかりでなく、必須な特徴でもあるという点である。強い力
を部品に加える必要もないし、部品を一緒に固締する必要もなく、装置は、小型かつ単純
にでき、そして、所望の場合には、携帯して使用するのに適したものにすることができる
。
【００１８】
　充填材料を添加することは溶融接合に類似しているように見えるかもしれないが、新規
な方法は、材料の重大な機械的性質の劣化、残留応力および歪みにつながる過度の加熱を
回避するので、本方法は実質的には異なっている。添加される充填材料が液体状であると
いう点は条件ではない。充填材料が継手開先に添加される場合は、充填材料は、液体状態
、半液体状態、または部分的に可塑性（固体）状態であってもよい。エネルギーは開先に
のみ局部的に供給されるので、充填材料は、液体状態においてさえ、溶融溶接の間に発生
するベース材料の加熱と同じ程度の加熱を発生させることはない。このことは、ベース材
料の加熱に起因するマイナスの効果が、対応して小さくなることを意味する。
【００１９】
　さらに、添加材料はベース材料自体と全く同じであってもよい。したがって、異種の、
またはより劣る特性を有する材料は添加されない。このような材料は、ガルバニック効果
等のために腐食を起こすかもしれず、またはベース材料に比較して異なる強度もしくは（
熱）膨張特性につながるかもしれない。全体として、進歩性のある本方法は軽金属部品用
の接合技術において大きな前進を表す。
【００２０】
　図１は、押し出し機ホイール２、押し出し機ホイールに対するホイール受け３、押し出
し機ホイール２上の点１２のところで装置１に添加する充填材料のワイヤ４、酸化物除去
ツール５、および支持体６を含む、本発明による装置１の好ましい実施態様を概略的かつ
簡略化して示す。接合される材料部品ＡおよびＢは、図１において、共通の平面に一方の
後ろ側に配置されており、装置１の左側の領域は、部品同士の間で開放する開先が依然と
して存在する領域であり、装置１の右側の領域は、接合がちょうど行われたばかりの領域
である。装置の移動方向は矢印Ｃで示されている。ホイール受け３は、押し出し機ホイー
ル２から開先１０にかけて共にダイス９を形成する足部７およびストッパー８に恒久的に
接続している。支持体６は、開いた開先がある場合、開先を下方向に制限し、それにより
、充填材が一定の圧力で下に押されて、開先を通り抜けることなく、開先の中に押し込ま
れるようにする。
【００２１】
　（図１に示す）好ましい実施態様の変形では、押し出し機ホイール２の下方部分を、接
合される二つの材料部品ＡおよびＢの表面と同じレベルに配置し、開先中に幾分低く配置
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することもできる。これらの場合においては、ホイール受け３およびストッパー８もまた
、これらが全体的に、または部分的に開先１０に突き出すこともあるから、ある種のダイ
スを形成する。所望の場合には、接合される二つの材料部品ＡおよびＢの表面（可能な場
合、開先１０の表面）に回転中に接触する押し出し機ホイール２のパーツは、それらが切
削ツールまたは研磨ツールとして機能できる形態を有していてもよい。
【００２２】
　装置１の移動方向は、図１において矢印Ｃで示されるとおりであってよく、または、こ
れと反対でもよい。別の可能性としては、装置１全体を、開先に対して直角（９０度）か
、あるいは開先１０に対して斜め－図１に示されるような平行ではない－（すなわち、押
し出し機ホイールを、開先の長手軸に関して任意の空間角度で配置してもよい）かのいず
れかに配置する。装置１の移動方向は、開先の軸と依然として平行である。
【００２３】
　支持体６の代替としては、開放する開先の下方部分は、開先の下に、その長手方向に配
置した適切な支持体を提供することによって閉鎖してもよい。このような支持体は、セラ
ミック材料または鋼のシートまたはストリップでもよく、それらに対しては、固形（可塑
性）の、または部分的に溶融した充填材料は、大きな力をかけても固着しない。
【００２４】
　上記の装置に加えていくつかの従来型の装置、たとえば、押し出し機ホイールの向きを
変える電源、および装置を保持し、そして開先に沿って所定のほぼ一定の速度で移動させ
る手段などに対する必要性が明らかに存在する。さらに後述するように、工程をより良好
に制御するために、一以上の箇所で温度および／または圧力を記録するセンサーを含むと
しばしば都合がよくなる。
【００２５】
　図２は、上面から見た、材料部品ＡとＢおよび、ホイール２を含む装置１の概略を異な
る倍率で示す。開先１０は、装置１の左側に装置の移動方向に開いているが、開先は装置
の右側では閉鎖されている。
【００２６】
　開先１０は、図３ａに示すように開放形状を有してよく、または図３ｂに示すように底
部が閉鎖したＶ字形状であってもよい。酸化物除去ツール５の形状は開先の形状によって
異なる。したがって、支持体６の必要性－および形状－は、開先が開放形状か閉鎖形状か
に依存するであろう。
【００２７】
　酸化物除去ツール５は複数の異なる形状であってよく、その最も単純な形態では、部品
Ａおよび部品Ｂのそれぞれに関して、清掃すべき開先の各表面について一枚ずつ、２枚の
刃があるスクレーパからなっていてもよい。ツールは、機械的除去だけに頼る必要はなく
、特定の溶媒の使用を含むことも可能である。さらに、ツールは、研磨機などのスクレー
パ刃以外の機械的解決法が備わっていてもいい。
【００２８】
　開先の表面は平面である必要はなく、曲面形状であってもいい。たとえば、材料部品を
互いに隣接して配置している場合に、閉鎖開先を形成する開先の表面は、Ｖ字形状の代わ
りにＵ字形状であってもよい。各開先の表面の上部が平面であり、その一方で下部は曲面
であるという、別の選択肢もある。適切な酸化物除去を達成するように、酸化物除去ツー
ルは、要求される範囲まで実際の開先形状に適応できなければならない。
【００２９】
　図４は、図１でのラインＩＶ－ＩＶ線に沿った、押し出し機ホイール２および対応する
ホイール受け３の断面を示す。押し出し機ホイール２にはホイールの全外周に沿ってスロ
ットがあり、それによりワイヤー４を、ホイール２との接触点１２からダイス９まで引き
抜く。接触点１２からダイス９までの充填材ワイヤーの断面の減少は、典型的には、押し
出しでは非常に小さい断面減少を表す二分の一より小さい可能性がある。充填材ワイヤー
４の減少の程度は本発明の目的を達成するには決定的ではないが、接触する点１２とダイ
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ス９との間での変形が、ダイス９から離れる充填材料における表面酸化物を均一に分散さ
せるのに充分であることが重要である。
【００３０】
　図１に示す本発明による装置を、ワイヤーの代わりに粉体の形の充填材料４を適用する
ことによって変更することが可能である。この場合は、粉体を適切な粉体供給装置（図示
せず）を用いて点１２に供給する。装置の全体的原理は上述のとおりである。
【００３１】
　さらに図５に示すように、装置は、押し出し機ホイール２とホイール受け３とを、二つ
の反対方向に回転する押し出し機ホイール１２１および１２２に替えることによって変形
してもいい。押し出し機ホイール２と同じ方法で、二つの押し出し機ホイール１２1およ
び１２2には、全外周の周りに伸びたスロットが備えられており、それらのスロットは、
ワイヤー形状の充填材料４をとり囲んでいる。図１に示す装置と同じ方法で、充填材料を
、押し出し機ホイール１２1と１２2の間の入り口側開口部に都合のよい供給装置を用いて
供給される、粉体状の充填材料と置き換えてもよい。
【００３２】
　図５に示す実施態様は、ワイヤー形状または粉体状の充填材料を開先に供給する方法に
関するが、これは押し出しと見なすこともできる。本明細書では、押し出しという用語に
ついては、金属充填材料のいずれの種類の処理をも意味し、その場合には、直接的および
／または間接的な加熱およびその後の加圧／塑性変形を含む工程により、充填材料をダイ
スなどを通して引き抜き、固体（可塑性）、部分的に液体または全体的に液体の状態で開
先に添加し、その一方で当初存在した酸化物層はいずれも除去されるか、または充填材料
中に分散する。
【００３３】
　本発明による装置を、図示した種類の一つまたは二つの押し出し機ホイールの代わりに
、それ自体公知の種類のスクリュー押し出し機（図示せず）を用いて変更することも可能
である。そのような場合には、充填材料を、スクリュー押し出し機を通して供給可能にな
る程度まで予備加熱しておかなければならない。ベース材料の部品と接触して使用される
手段、すなわち、ダイス、酸化物除去ツール、および可能な場合支持体は、主として図１
のものと同一である。
【００３４】
　上述の本発明の実施態様には、充填材料を、連続押し出しに基づく工程によって開先に
添加するという共通の特徴がある。しかし、本発明は、従来型（バッチ式）の押し出しに
基づく工程を通して行われてもよい。
【００３５】
　図６は、シリンダー２２、ピストン２３、およびピストンの端部のダイス９による直接
押し出し装置２１を示す。装置２１は、接合されるベース部品材料に接触する、図１に示
すものと原理的には同じ種類の装置、すなわち、酸化物除去ツール５および可能な場合に
は支持体６を有する。充填材料を押し出しピストンにバッチ式に加えるのは不都合に見え
るかもしれないが、必要な場合には、シリンダー２２に配置される、関連した種類の充填
材料の密閉したパッケージを使用することなどによって、完全に自動化（ロボット化）し
た操作システムと組み合わせれば、この方法は、特定の用途のために本発明を実施する非
常に興味深い方法を表すことができる。
【００３６】
　間接的な押し出しおよび摩擦に基づく押し出しのようなその他の方法もまた、図６に示
す方法／装置の代替法として使用することが可能である。
【００３７】
　図７は、本発明による方法が、Ｔ字形の輪郭を呈するなどの互いに対して角度がある二
枚のシートを接合するためにはどのように行われうるかを、非常に単純化した方法で示す
。ベース材料部品を、それらの部品の各々が、等しいか、または異なる角度の「傾斜」縁
部を呈するように、研磨などによって作製する。材料部品を、互いに隣接して配置する場
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合、前記の傾斜縁部は開先表面を構成することになり、開先１０′は、図３ｂに示される
閉鎖した開先の変形として見なすことができる。接合操作のために使用すべき装置は、開
先の表面同士の間の角度に適合した、輪郭と適合性のある形状をした酸化物除去ツールを
含む。
【００３８】
　図８は、本発明によれば、部分的に重なり合う二枚のシートのスポット溶接をどのよう
に行うかを示す。中空の押し出し機のコアなどの形状をしたツール３１を、第一のシート
Ａ″を完全に貫通し、第二のシートＢ″を部分的に貫通する、あらかじめ機械加工された
穴部３２に押し込む。ツール３１が引きもどされるにつれて、穴部３２は、装置の中の開
口部９′を通して、可塑性のまたは部分的には液体の充填材料で即座に充填される。この
場合、開口部９′はダイスとして機能し、このダイス９′および酸化物除去ツールは、一
体型ユニットのパーツである。押し出し機ホイール２がシートＡ″の上面と同じレベルに
配置された実施態様によって、スポット溶接の別の例が達成される。この実施態様では、
ホイール受け３およびストッパー８は、一緒にシートＡ″を通して下のシートＢ″の中へ
と充填材料を直接押し出すことができる一種のダイスを画定する。このような実施態様に
おいて、装置は明らかに支持体６を含まない。所望の場合には、シートＡ″から押し込ま
れた過剰の材料は、押し出し機ホイールを切削ツール（例えば研磨機）としても機能させ
ることにより、連続して除去することができる。装置の外側パーツの外部（ジュール）加
熱は、押し出しおよび接合のための所望の温度を得るために使用してもよい。
【００３９】
　図１に示す実施態様を参照しながら、以下、工程をさらに詳細に記述する。
【００４０】
　酸化物除去ツール５を有する装置１を開先に配設する。開先が、開放する開先である場
合には、装置５、ホイール受け３、およびダイス９に架橋部片によって取り付けられる支
持体６を使用する。材料の厚さ、開先の幅などに依存して、装置を正しい寸法に調整する
。予熱を行うか行わずに、ワイヤー４を、点１２のところで押し出し機ホイール２に供給
し、この押し出し機ホイールが回転し始めるとホイールで引き抜く。ワイヤーは、３つの
面で押し出し機ホイールと接触しており、ホイール受けとは１つの面だけで接触している
から、ワイヤーは常にホイールに追従することになる。摩擦力により、ワイヤーを接触点
１２からダイス９への途上で次第に加熱する。この加熱は、可能な場合、そして特に始動
中に、他の加熱手段、特にジュール加熱の方法と組み合わせることができる。ワイヤーは
次第に加熱されるので、可塑性もまたますます増大し、充分に加熱された場合には、ワイ
ヤーは部分的に液体になる。ワイヤーは、可能であるならば、少量の、特定の温度でワイ
ヤー表面上に潤滑層を形成する、より低い融点を有する相（化学的化合物）を含むことが
でき、その層は押し出し中にある程度摩擦を減小する働きをする。ワイヤーがダイス９に
到達すると、この点でスロット１１に延びるストッパー８は、押し出し機ホイール２に沿
った接線方向の連続した動きを抑える。ワイヤー／充填材料用の開いた経路だけが、ダイ
ス９を通って開先１０に入るものである。これが生じる場合、装置１全体は、通常は、開
先の長手方向に移動しているであろう。特定の場合、装置はゆとりがあってもよい。
【００４１】
　あるいはまた、ダイス９を通してスロット１１中の充填材料の部分のみに力がかけられ
るのに対して、残りの部分は、ダイス９の後部のストッパー中のこの目的で形成された別
個の孔を通して、金属チップとして除去されるように、ストッパー８を形作ることができ
る。押し出しホイール２は、その後、ダイス９を阻止させることなく、より早い速度で回
転してもよく、したがって、温度を制御する可能性、および開先１０への充填材料の溶着
速度を同時に改善しながら、より大きい摩擦熱の発生を可能にする。
【００４２】
　ダイス９を通って開先１０へとホイール２から遠ざかると、冷却を回避する特定の予防
策、たとえばダイスの電気抵抗加熱を行わない場合には、充填材料は次第に冷却される。
このような特別の加熱が、好都合であるか、必要であるかは、各特定の場合について決定



(9) JP 4328622 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

される。多くの適用例について、ダイス９の長さは数ミリメートルに制限されるので、そ
の結果、特別な加熱の必要性は減少する。充填材料がダイスを離れて開先に入る場合に、
最適な条件を確実にするために、工程のこの段階では、連続的な温度調節を行うと都合が
よい。ダイスの中または近くに配置した温度センサーを用いた自動温度制御装置を使用す
ることがより好ましい。さらに、ツール５、支持体６、ダイス９、開先表面および／また
は充填材料などの装置／工程の別個のパーツを局部加熱することは、自由に選択できる。
酸化物除去ツール５が、好ましい実施態様を示すスクレーパである場合、酸化物層を除去
するのに必要な力を減少させるために、スクレーパの刃は加熱すると都合がよい。
【００４３】
　良好な金属結合および、結合後も溶着したままの充填材料における所望のマイクロスト
ラクチャを得るためには、押し出し中のダイス開口部での圧力が、プロセス条件の選択と
は無関係に、一定レベルに制御され保持できるとさらに好ましい。この理由は、降伏強度
、引張強度、靱性、延性、疲労強度および耐食性などの特性を最適化できるようにするた
めである。この目的に適した手段は、使用する装置に依存して、押し出しホイール、押し
出しピストンまたは押し出しスクリューに作用するトルクまたは力を測定および調整する
システムである。ダイスの開口部でこのような固定圧力を維持する前提条件は、充填材料
が、塑性を有するか部分的に液状である限り、閉じたシステムに保たれていることである
。開先が、図３ａに示すように開いている場合、このような圧力を維持するためには、支
持体６を使用することが必要である。さらに、ダイス９の開口部をともに形成する足部７
およびストッパー８が、開いている開先１０、１０′の全体に必要とされるシールをとも
に構成するような形状および寸法を有することが必要である。
【００４４】
　通常、接合される材料部品は同じタイプのものであるが、それらの部品は、それらの特
性に互換性がある限り、異なるタイプのものでもよい。部品は、たとえば、異なる合金元
素を含有するアルミニウム合金で作製されてもよい。そのような場合には、充填材料は、
合金の一つと同一のものであってもよいし、または二つの合金の間の組成物を有していて
もよく、その組成物は、二つの合金の間で化学的な「架橋」として作用する。シリーズ１
ＸＸＸ、２ＸＸＸ、３ＸＸＸ、５ＸＸＸ、６ＸＸＸおよび７ＸＸＸのアルミニウム合金の
部品を、当該の合金の組み合わせのための充填材料を都合よく選択して、本発明による方
法および装置によって一緒に接合してもよい。
【００４５】
　充填材料に関しては、多くの方法でそして異なる目的のために変更してもよい。押し出
し中の潤滑効果を得るために、比較的低い温度で溶解する小容量の相（化学的化合物）を
含んでもよいことはすでに述べた。
【００４６】
　充填材料は、場合によっては所望の方向に材料の電気抵抗（オーム）を変える異なる元
素を含んでもよい。高電流は、所望の加熱を達成するのに要求されることになるはずであ
るから、抵抗加熱がワイヤーに直接加えられる場合には、電気抵抗は低すぎるべきではな
い。高電流は、大きな寸法のケーブルおよび関連する電気装置を必要とするから望ましく
ない。
【００４７】
　一般に、使用される充填材料は、ベース材料と適合性がなくてはならないし、接合操作
中または接合操作後に、押し出し性、降伏強度、引張強度、靱性、延性、疲労強度および
耐食性などの特性を最適化するためには、ベース材料にしたがって調整してもよい。した
がって、充填材料は、押し出しの実施および工業的熱処理が、たとえば再結晶を抑制した
り析出を高めるなどのために周知であり、それにより、自然時効、または人工時効の後に
さらなる強度を回復するような異なる元素または相を、当初含んでいてもよい。このよう
な些細な偏差を除いては、化学成分は、所望の腐食特性を得るために、ベース材料の化学
成分に可能な限り近づけるべきである。
【００４８】
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　前述のとおり、接合される表面は、「バージン」、すなわち清浄で酸化物がないことが
重要である。これは、充填材料が開先に溶着する直前に、表面から酸化物を除去すること
によって、および充填材料が開先を満たすまでの短期間の時間内に、この領域への酸素の
接近を必要な範囲まで制限することによって達成される。不活性ガスまたは他の種類の保
護ガスを、酸化物除去ツールとダイスの間の領域に供給して、開先の同じ領域への酸素の
供給を減少させてもよい。本発明による装置はまた、酸化物除去ツールの後方の「空間」
が、常に充填材料で充たされている囲壁を形成できるようにもする。その場合には、不活
性ガス／保護ガスは、過剰に加えてもよい。
【００４９】
　本発明による方法および装置によって、これまで議論した所期の長所が得られ、つまり
、ベース材料を、材料の軟化および劣化につながる不必要な、または望ましくない加熱に
付さない。同時に、接合される表面の些細な不完全性、および材料部品同士の間の開先の
幅の変化は、充填材料の添加で補償することができる。
【００５０】
例
　以下の例は、原理レベルで本発明をテストするためだけに行われたものであり、その最
適な範囲からは程遠いものである。したがって、これらの試行に関連して、いかなる種類
の予熱も用いられず、いかなる種類の酸化物除去も行われなかった。
【００５１】
〔例１〕
　充填材料としてＡＡ６０８２を使用したＡＡ１０７０の２．４mmのシートを接合する試
み。
実験のセットアップ：
　直径４０mmの押し出し機ホイールを使用し、接合する２枚のシート部品の表面と高さを
合わせた。ホイール中のスロットの幅は１．５mm、そして深さは２．４mmであり、１．６
mmのワイヤーの供給に適するものであった。裏当材（支持体）として作用する厚鋼板、お
よび押し出し機ホイールを、開先の長手方向と平行になるように配置したスロットととも
に配置して、シートの長手方向にあらかじめ機械加工した開放したＩ字形の開先（ルート
間隙１mm）を使用した。外部加熱は、接合操作中にワイヤー、押し出し機またはツールの
いずれに対しても適用しなかった。機械的な酸化物除去または表面の洗浄のどちらも行わ
なかった。
結果：
　接合を、回転する押し出しホイールをシート部品に対して力をかけることにより、長さ
２０mmにわたって行った。部品を、送り台上で一定速度で、押し出し機に対して水平に移
動した。その後、二つの部品を目視により検査すると、充填材料が、かなりの力で開先の
中へと押し込まれ、著しく冷間変形されたことが明らかになった。 塑性変形が最も激し
かった表面において結合が得られた。
【００５２】
〔例２〕
　Ｉ字型の開先および充填材料としてＡＡ６０８２を使用した、完全にアニールしたＡＡ
６０８２の２枚の５mmシートのスポット溶接の試み。
実験のセットアップ：
　直径４０mmの押し出し機ホイールを、接合する２つの部品の表面と高さを合わせた。ホ
イールにおけるスロットの幅は１．５mm、そして深さは２．４mmであり、１．６mmのワイ
ヤーの供給に適するものであった。押し出し機ホイール中のスロットを、開先線に対して
９０度の角度で配設して、シートの長手方向にあらかじめ機械加工された深さ３mmのＩ字
型の開先（ルート間隙１．５mm）を使用した。外部加熱は、接合操作中にワイヤー、押し
出し装置、またはツールのいずれに対しても適用しなかった。機械的な酸化物除去または
表面の洗浄のどちらも行わなかった。
結果：
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　接合を、回転する押し出し機ホイールを、固締しないシート部品に対して力をかけるこ
とにより行った。その後、二つの部品を目視により検査すると、充填材料が、かなりの力
で開先の中へと押し込まれていて、開先の表面、特に、ストッパーに隣接して配置した表
面が、著しい塑性変形を受けたことが示された。変形が最も激しかった開先の表面で結合
が得られた。継手の断面で行った硬度測定では、溶着したままの充填材料は、ベース材料
よりも有意により硬いことを示した。同時に、（変形した開先表面に沿った）ベース材料
と、溶着したままの充填材料の両方について、光学顕微鏡で特徴的なフローラインが観察
された。
【００５３】
〔例３〕
　Ｖ字型の開先および充填材料としてＡＡ６０８２を使用した、完全にアニールしたＡＡ
６０８２の２枚の５mmシートの接合の試み。
実験のセットアップ：
　直径４０mmの押し出し機ホイールを、接合する２枚のシート部品の表面と高さを合わせ
た。ホイール中のスロットの幅は１．５mm、そして深さは２．４mmであり、１．６mmのワ
イヤーの供給に適するものであった。深さ４mmそして最大幅４mmのＶ字型（に閉じた）開
先をシート部品の長手方向にあらかじめ機械加工し、押し出し機ホイールにおけるスロッ
トを開先ラインと平行に配置した。外部加熱は、接合操作中にワイヤー、押し出し装置、
または装置のいずれに対しても適用しなかった。機械的な酸化物除去または表面の洗浄の
どちらも行わなかった。
結果：
　接合を、回転する押し出し機ホイールをシート部品に対して力をかけることにより、長
さ約６０mmにわたって行った。シート部品を、送り台上で、押し出し機とに対して一定速
度で水平に移動した。その後、目視により検査すると、充填材料が、かなりの力で開先の
中へと押し込まれ、著しく冷間変形されたことが示された。両方の開先表面は、局部的な
塑性変形の徴候を示した。一方の開先表面に沿って長さ約５mmにわたって、結合を得た。
【００５４】
　装置、ベース材料または充填材料にいかなる種類の予熱を行わなくても、充填材料を開
先の中へと押し込み、開先を充填できるため、上述した例は、本発明による方法が意図に
従って実施されることを示す。しかし、許容できる品質の継手を得るためには、開先にお
ける酸化物層は、通常除去されるべきこと、および／または開先、装置、または充填材料
の局部的加熱が行われるべきである。
【００５５】
　下記の特性および利点は、本発明による工程／装置について、典型的なものとみなされ
る。
－全体の熱供給量は、レーザービーム溶接および電子ビーム溶接の熱供給量に類似である
。
－熱影響部ＨＡＺの幅は、非常に狭く、実際には、ベース材料の厚さよりも小さいか、ま
たはベース材料の厚さに等しい。
－接合後の局部的な残留応力、全体的変形および歪みは、レーザービーム溶接および電子
ビーム溶接に対応するレベルであり、（火炎）アーク溶接の場合よりも有意に少ない。
－許容差の要求は、従来のアーク溶接法の許容差の要求に類似である。
－充填材料がベース材料と同じ化学組成を有する場合であるとしても、溶着したままの充
填材料における高温割れまたはポロシティ形成に関する問題はない。
－腐食特性は、同一の合金の摩擦溶接の場合の特性に匹敵するか、またはより良好であり
、溶融溶接の場合の特性よりも著しく良好である。
－疲労強度は、機械加工による余盛の除去または平滑化後の摩擦溶接または従来の溶融溶
接の疲労強度に匹敵する。
－本発明による方法および装置は、従来の溶接法と同じ方法で、容易に自動化／ロボット
化を行う。
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　従来の溶接プロセスおよび溶接方法によって接合可能なすべての種類のシート、管およ
び、形状の接合、およびすべての位置での接合に、本発明による方法は原則として適して
いる。本発明による方法は、原則的には、電気抵抗溶接、リベット打ち、または他の形式
の機械的接合の代替法としてシート材のスポット溶接に（また接着剤を用いる結合と組み
合わせても）適用できる。さらなる態様は、本方法が、小型の、軽量の、および廉価な設
備で実施できることである。
【００５７】
　本方法は、固体状態または部分的に液体の状態で塑性的に形成可能または実施可能であ
るすべての種類の金属および合金の接合に適している。特に、本方法は、良好な押し出し
性を有する、一般的には軽金属合金、および特に、アルミニウム合金などの材料部品を接
合するのに適している。本方法の優秀性および特徴に鑑みて、本方法は、アルミニウムの
接合に関しての製造技術において大躍進を表していると力説する理由である。したがって
、本方法は、機械的性質への要求が特に厳しい場合に、いくつかの市場区分および製品領
域、そのもとでの輸送（自動車、船舶、飛行機、宇宙船）、オフショア産業、陸上を本拠
とした産業、および建築用における、従来の溶融溶接法、および摩擦溶接法（ＦＳＷを含
む）の両方に対しての現実的な代替法である。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明による完全な装置の好ましい実施態様のアセンブリを示す。
【図２】図１における装置および材料部品を上から見て簡略化して示す。
【図３ａ】開放形状の継手開先を示す。
【図３ｂ】底部が閉鎖した形状の継手開先を示す。
【図４】図１において、ＩＶ－ＩＶ線に沿った断面を示す。
【図５】図１に示す本発明の実施態様とは別の実施態様の選択された部分を示す。
【図６】本発明による装置の第３の実施態様の断面図を示す。
【図７】互いに対して直角に配置した部品を接合するために本方法がどのように使用され
るかを簡略化した図である。
【図８】重畳するシートをスポット溶接するために本方法がどのように使用されるかを簡
略化した図である。
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